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諮問番号 ： 令和６年度諮問第２号（令和６年８月８日付け） 

答申番号 ： 令和６年度答申第１号（令和６年１０月２５日付け） 

 

 

答   申 

 

 

審査請求人○○が令和６年４月１１日付けで提起した処分庁○○市福祉事務所長

による生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」という。）第２４条第９

項において準用する同条第３項の規定による生活保護変更申請却下決定処分（令和○

年○○月○○日付け○第○○号。以下「本件処分」という。）に係る審査請求（以下

「本件審査請求」という。）について、審査庁岐阜県知事（以下「審査庁」という。）

から諮問があったので、次のとおり答申する。 

 

第１ 審査会の結論 

   本件審査請求は棄却すべきであるとする審査庁の判断は、妥当である。 

 

第２ 事案の概要 

審査請求人は、介護保険料徴収猶予不承認に関する処分についての審査請求

（以下「介護保険審査請求」という。）の口頭意見陳述に出席するために利用し

た福祉有償運送の費用について、移送費の給付を求める生活保護変更申請を行っ

た。当該申請を受けた処分庁は、本件処分によりこれを却下した。 

本件審査請求は、審査請求人が本件処分の取消し及び移送費の給付を求めて提

起したものである。 

 

第３ 審査請求人の主張の要旨 

   審査請求人の主張は多岐にわたるが、本件処分に関しおおむね次のように述べ、

本件処分は取り消されるべきであると主張する。なお、審査請求人は、このほか、

公証と法的効果、住民票の記載と処分性、住民票の作成と処分性、審査請求人は

平成○○年○○月○○日以降○○市民であること、過去の損害賠償請求控訴事件

の判決に対する不服、法第７８条の規定による費用徴収決定処分に係る再審査請

求に対して平成○○年○○月○○日付けで岐阜県知事が行った裁決に対する不服、

平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの間において○○市長
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が審査請求人に国民健康保険料の賦課徴収を行わなかったことの違法性、国民健

康保険被保険者証の不交付の違法性、法第６３条の資力の発生日、法第７８条の

規定による費用徴収決定処分に係る審査請求に対して平成○○年○○月○○日付

けで○○市長が行った裁決に対する不服、審査請求人は他人介護料を算定する要

件を満たしていること等にも言及している。 

 １ 審理手続における主張 

（１）「平成２０年４月以降における通院等介助の取扱いについて」（平成２０

年４月２５日付け障障発第０４２５００１号厚生労働省社会・援護局障害保健

福祉部障害福祉課長通知。以下「通院等介助通知」という。）は、「『通院介

助』を『通院等介助』として居宅介護における通院介助の対象範囲を官公署ま

で拡大したところである」とし、通院等の範囲のひとつとして、「官公署（国、

都道府県及び市町村の機関、外国公館（外国の大使館、公使館、領事館その他

これに準ずる施設をいう。）並びに指定相談支援事業所。以下同じ。）に公的

手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために訪れる場合」を掲げてい

る。 

生活保護は補足的に行われるものであるから、生活保護以外の手段により

支援を行うことが可能である場合には、他の手段による支援を優先的に行うべ

きものである。 

（２）処分庁は、参議院議員通常選挙の投票に係る移送費、マイナンバーカード

受取りに係る移送費、介護サービス担当者会議への出席に係る移送費、○○月

の通院及び新型コロナウイルスワクチン○回目接種に係る移送費、○○月の通

院並びに高齢者インフルエンザ定期予防接種及び接種券交付手続に係る移送費

並びに○○市議会議員選挙期日前投票に係る移送費を支給している。一方で、

本件処分は、「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３８年４月

１日付け社発第２４６号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」という。）の

第７の２⑺の移送費として給付できる要件に該当しないため却下する旨の決定

をしており、争いがある。 

（３）○○市が国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第６４条第１項又

は介護保険法（平成９年法律第１２３号）第２１条第１項に基づき損害賠償請

求権を代位取得した後に生活保護の開始の決定をしていれば、国民健康保険法

第６条第９号に該当することはなく、また、保護の補足性の原則に反すること

はないのであるから、処分庁が平成○○年○○月○○日に生活保護の開始決定

を行ったことは、重大かつ明白な瑕疵がある。 
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（４）本件処分に係る通知書には、「『生活保護法による保護の実施要領』（昭

和３８年社発第２４６号厚生省社会局長通知）の第７－２－⑺の移送費とし

て給付できる要件に該当しないため却下します。」としか記載されておらず、

いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用してなされたのかを了知す

ることは困難であり、十分な理由付記を欠く点において、法第２５条第２項

及び第２４条第４項並びに行政手続法（平成５年法律第８８号）第１４条に

反し、違法である。 

２ 当審査会の調査審議手続における主張 

   ○○市福祉事務所長は、生活保護の趣旨及び目的に従って「生活保護法による

保護の実施要領の取扱いについて」（昭和３８年４月１日付け社保第３４号厚生

省社会局保護課長通知。以下「保護課長通知」という。）第３の問１２の問答を

解釈適用し、身体障害者である審査請求人が自動車を利用しなければ日常生活を

円滑に営むことが困難であるかどうかについて十分に検討すべき職務上の注意義

務を尽くしていれば、審査請求人が自動車を利用しなければ日常生活を円滑に営

むことが困難であることを認識することが可能であったというべきであるところ、

何ら実質的な検討を行わず、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたというこ

とはできず、本件却下処分は違法である。 

 

第４ 審理員意見書の要旨 

   審理員意見書には、本件処分に違法又は不当な点はなく、本件審査請求は理由

がないから、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第４５条第２項の規定

により棄却されるべきである旨記載されており、その理由はおおむね次のとおり

である。 

   審査請求人は、自身が提起した介護保険審査請求の口頭意見陳述に出席するた

めに○○庁舎に赴いたものであるところ、これは、局長通知第７の２(7)ア(ｱ)か

ら(ﾀ)までのいずれにも該当しない。 

したがって、処分庁が移送費を支給しないこととしたことに違法又は不当な点

はない。  

 

第５ 審査庁の説明の要旨 

当審査会に対する審査庁の説明の要旨は、おおむね次のとおりである。 

１ 審理員による審理手続は適正であったこと。 

２ 審理員による事実認定及び法令解釈は、妥当であると考えられること。 
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３ よって、審理員の判断と同様、本件審査請求は棄却するのが相当であること。 

 

第６ 調査審議の経過 

当審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。 

 

第７ 審査会の判断の理由 

当審査会は、審理員意見書及び事件記録に基づき本件審査請求について検討し

た結果、次のとおり判断する。 

１ 法の規定等 

（１）法 

ア 法第１条は、法の目的について、次のとおり規定している。 

「第１条 この法律は、日本国憲法第２５条に規定する理念に基き、国が

生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な

保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助

長することを目的とする。                   」 

イ 法第３条は、最低生活について、次のとおり規定している。 

「第３条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的 

な生活水準を維持することができるものでなければならない。   」 

ウ 法第４条は、保護の補足性について、次のとおり規定している。 

  「第４条 略 

２ 民法（明治２９年法律第８９号）に定める扶養義務者の扶養及び他

の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行わ

れるものとする。      

３ 略                             」 

エ 法第７条は、申請保護の原則について、次のとおり規定している。 

  「第７条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の

申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況

にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことがで

きる。                           」   

年 月 日 審 議 経 過 

令和６年 ８月 ８日 

令和６年１０月１１日 

諮問 

審議（第２５回第１部会） 
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オ 法第８条は、基準及び程度の原則について、次のとおり規定している。 

  「第８条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の

需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことので

きない不足分を補う程度において行うものとする。 

２ 略                             」   

カ 法第１１条は、保護の種類について、次のとおり規定している。 

「第１１条 保護の種類は、次のとおりとする。 

 一 生活扶助 

二 教育扶助 

三 住宅扶助 

四 医療扶助 

五 介護扶助 

六 出産扶助 

七 生業扶助 

八 葬祭扶助   

２ 略                             」   

キ 法第１２条は、生活扶助について、次のとおり規定している。 

「第１２条 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することの 

できない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 

  一 略 

  二 移送                           」   

ク 法第１５条は、医療扶助について、次のとおり規定している。 

「第１５条 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することの 

できない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。  

一から五まで 略 

六 移送                          」   

ケ 法第１５条の２は、介護扶助について、次のとおり規定している。 

「第１５条の２ 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持すること

のできない要介護者（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７条

第３項に規定する要介護者をいう。第３項において同じ。）に対して、

第１号から第４号まで及び第９号に掲げる事項の範囲内において行わ

れ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者

（同条第４項に規定する要支援者をいう。以下この項及び第６項にお
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いて同じ。）に対して、第５号から第９号までに掲げる事項の範囲内

において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできな

い居宅要支援被保険者等（同法第１１５条の４５第１項第１号に規定

する居宅要支援被保険者等をいう。）に相当する者（要支援者を除

く。）に対して、第８号及び第９号に掲げる事項の範囲内において行

われる。 

一から八まで 略 

九 移送  

２ 略                             」   

コ 法第２４条は、申請による保護の開始及び変更について、次のとおり規定

している。 

「第２４条 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところ 

により、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出し

なければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特

別の事情があるときは、この限りでない。 

一から五まで 略 

２ 略 

３ 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要

否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、

これを通知しなければならない。 

４ 前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。 

５から８まで 略 

９ 第１項から第７項までの規定は、第７条に規定する者からの保護

の変更の申請について準用する。 

１０ 略                            」   

サ 法第３７条の２は、保護の方法の特例について、次のとおり規定している。 

     「第３７条の２ 保護の実施機関は、…（中略）…介護保険料（介護保険

法第１２９条第１項に規定する保険料をいう。）その他の被保護者

…（中略）…が支払うべき費用であつて政令で定めるものの額に相

当する金銭について、被保護者に代わり、政令で定める者に支払う

ことができる。この場合において、当該支払があつたときは、これ

らの規定により交付すべき者に対し当該保護金品の交付があつたも

のとみなす。                        」   
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 （２）行政手続法 

行政手続法第８条は、理由の提示について、次のとおり規定している。 

「第８条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする

場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならな

い。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準

が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であ

って、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類

その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったと

きにこれを示せば足りる。 

２ 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面に

より示さなければならない。                   」   

（３）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７ 

年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）は、その目的につい

て、次のとおり規定している。なお、障害者総合支援法は、もともと「障害者

自立支援法」という題名で公布された法律であるが、平成２４年法律第５１号

により題名が改正されたものである。 

「第１条 この法律は、障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）の基本的

な理念にのっとり、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）、

知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）、精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）、児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と

相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳

にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障

害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に

行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有

無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことの

できる地域社会の実現に寄与することを目的とする。        」 

（４）生活保護法による保護の基準 

ア 生活保護法による保護の基準（昭和３８年厚生省告示第１５８号。以下 

「保護基準」という。）は、次のとおり、８種類の扶助ごとに最低生活費の

基準を定めている。なお、保護基準は、法第８条第１項の規定に基づき厚生

労働大臣が定める基準である。 
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  「一 生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、

生業扶助及び葬祭扶助の基準はそれぞれ別表第１から別表第８までに

定めるところによる。 

二及び三 略                          」   

イ 保護基準別表第１第２章７は、介護保険料加算について、次のとおり定め

ている。 

  「７ 介護保険料加算 

     介護保険料加算は、介護保険の第一号被保険者であつて、介護保険

法第１３１条に規定する普通徴収の方法によつて保険料を納付する義

務を負うものに対して行い、その加算額は、当該者が被保険者となる

介護保険を行う市町村に対して納付すべき保険料の実費とす

る。                             」   

ウ 保護基準別表第１第３章３は、移送費について、次のとおり定めている。 

  「３ 移送費 

移送費の額は、移送に必要な最小限度の額とする。       」   

（５）局長通知 

ア 局長通知第６は、他方他施策の活用について、次のとおり定めている。な

お、局長通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の９

第３項に規定する「第１号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準」

である。 

「第６ 他法他施策の活用 

次に掲げるものは、特にその活用を図ること。また、活用を図る

べきものはこれらに限られるものではないので、これら以外のもの

の活用についても、留意すること。 

   １から３まで 略 

  ４ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

  ５から４０まで 略                      」   

イ 局長通知第７の２⑺アは、移送費について、次のとおり定めている。 

「ア 移送は、次のいずれかに該当する場合において、他に経費を支出 

する方法がないときに乗車船券を交付する等なるべく現物給付の方法

によって行なうこととし、移送費の範囲は、(ケ)又は(サ)において別

に定めるもののほか、必要最小限度の交通費、宿泊料及び飲食物費の

額とすること。この場合、(ア)若しくは(イ)に該当する場合であって
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実施機関の委託により使役する者があるとき、(ウ)、(オ)、(コ)若し

くは(シ)に該当する場合であって付添者を必要とするとき又は(エ)に

該当する場合の被扶養者にあっては、その者に要する交通費、宿泊料

及び飲食物費並びに日当（実施機関の委託により使役する者について

必要がある場合に限る。）についても同様の取扱いとすること。 

(ア) 生計の途がなく、かつ、一定の住居を持たない者で、野外におい

て生活している者、外国からの帰還者等やむを得ない状態にあると

認められる要保護者を扶養義務者その他の確実な引取り先に移送す

る必要があると認められる場合 

(イ) 要保護者を保護の必要上遠隔地の保護施設等へ移送する場合 

(ウ) 被保護者が実施機関の指示又は指導をうけて他法による給付の手

続、施設入所手続、就職手続及び検診等のため当該施設等へ出向い

た場合 

(エ) 被保護者が実施機関の指示又は指導をうけてその者の属する世帯

の世帯員として認定すべき被扶養者を引取りに行く場合 

(オ) 被保護者が障害者支援施設、公共職業能力開発施設等に入所し若

しくはこれらの施設から退所する場合又はこれらの施設に通所する

場合であって、身体的条件、地理的条件又は交通事情により、交通

費を伴う方法以外には通所する方法が全くないか又はきわめて困難

である場合 

(カ) (オ)に掲げる施設等に入所している被保護者が当該施設の長の指

導により出身世帯に一時帰省する場合又はこれらの施設に入所して

いる者の出身世帯員（被保護世帯に限る。）がやむを得ない事情の

ため当該施設の長の要請により当該施設へ行く場合 

(キ) 被保護者が実施機関の指示又は指導をうけて求職又は施設利用の

ため熱心かつ誠実に努力した場合 

(ク) 被保護世帯員のいずれかが入院したため当該患者の移送以外に実

施機関が認める最小限度の連絡を要する場合 

(ケ) 被保護者（その委託による代理人を含む。）が、当該被保護者の

配偶者、３親等以内の血族若しくは２親等以内の姻族であって他に

引取人のない遺体、遺骨を引取りに行く場合又はそれらの者の遺骨

を納めに行く場合で実施機関がやむを得ないと認めたとき。 

この場合、遺体の運搬費を要するときは、その実費を認定して差
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しつかえない。 

(コ) 被保護者が、配偶者、３親等以内の血族若しくは２親等以内の姻

族が危篤に陥っているためそのもとへ行く場合又はそれらの者の葬

儀に参加する場合で実施機関がやむを得ないと認めたとき。 

(サ) 被保護者が転居する場合又は住居を失なった被保護者が家財道具

を他に保管する場合及びその家財道具を引き取る場合で、真にやむ

を得ないとき。 

この場合、荷造費及び運搬費を要するときは、実施機関が事前に

承認した必要最小限度の額を認定して差しつかえない。 

(シ) 被保護者が出産又は妊婦健診（妊婦に対する健康診査についての

望ましい基準（平成２７年３月３１日厚生労働省告示第２２６号）

に基づき公費負担の限度となっている回数に限る）のため病院、助

産所等へ入院、入所し、又は退院、退所、通院又は通所する場合 

(ス) 刑務所、少年院等に入所している者の出身世帯員（被保護世帯に

限る。）がやむを得ない事情のため当該施設の長の要請により当該

施設へ行く場合 

(セ) アルコールやその他薬物などの依存症若しくはその既往のある者

又はその同一世帯員が、病状改善や社会復帰の促進を図ることを目

的とする事業や団体の活動を継続的に活用する場合若しくは当該事

業や団体の実施する２泊３日以内の宿泊研修（原則として当該都道

府県内に限る。）に参加する場合又は精神保健福祉センター、保健

所等において精神保健福祉業務として行われる社会復帰相談指導事

業等の対象者若しくはその同一世帯員が、その事業を継続的に活用

する場合であって、それがその世帯の自立のため必要かつ有効であ

ると認められるとき。 

(ソ) 被保護者が子の養育費の支払いを求める調停又は審判のため家庭

裁判所に出頭する場合 

(タ) 被保護者が実施機関の被保護者健康管理支援事業に基づく受診勧

奨による、健診（例えば、健康増進法に基づく健康診査）又は保健

指導のため通院又は通所する場合               」   

（６）生活保護法による介護扶助の運営要領について 

「生活保護法による介護扶助の運営要領について」（平成１２年３月３１ 

日付け社援第８２５号厚生省社会・援護局長通知。以下「介護扶助運営要領」
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という。）第５の６は、移送費について、次のとおり定めている。なお、介護

扶助運営要領は、地方自治法第２４５条の９第３項に規定する「第１号法定受

託事務を処理するに当たりよるべき基準」である。 

「６ 移送 

移送費の支給は、次のいずれかに該当する場合に行うものとし、そ 

の費用は最小限度の実費とすること。なお、エについては、なるべく現

物給付の方法によって行うこと。 

ア 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、

通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所

介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小

規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介

護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護

予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉

用具貸与、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機

能型居宅介護、第１号訪問事業及び第１号通所事業の利用に伴う

交通費又は送迎費（要保護者の居宅が当該事業所の通常の事業の

実施地域以外である事業者により行われる場合であって、近隣に

適当な事業者がない等真にやむを得ないと認められる場合に限

る。） 

イ 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活

介護及び介護予防短期入所療養介護の利用に伴う送迎費 

ウ 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導のための交通

費 

エ 介護施設へ入所、退所に伴う移送のための交通費      」 

（７）通院等介助通知 

    通院等介助通知は、平成２０年４月１日の「障害者自立支援法に基づく指定

障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に

関する基準」（平成１８年厚生労働省告示第５２３号）の一部改正について、

次のとおり記載している。 

「 「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害

福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成１８年厚生労

働省告示第５２３号。平成２５年４月から障害者の日常生活及び社会生活
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を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準

該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準）の一部が改

正され、「通院介助」を「通院等介助」として居宅介護における通院介助

の対象範囲を官公署まで拡大したところである。 

また、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該

当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う

実施上の留意事項について」（平成１８年１０月３１日付障発第１０３１

００１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。平成２５年４月

から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の

額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について）につい

ても同様の改正を行ったところであるが、官公署の具体的範囲並びにその

具体的な取扱いは下記のとおりであり、平成２０年４月１日より適用する

こととしたので、御了知の上、貴管内市町村、関係機関等に周知徹底を図

られたい。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の

４第１項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。 

記 

１ 略 

２ 通院等の範囲について 

「通院等」の範囲（以下「移動先」という。）については、以下

の(1)から(3)に掲げるものであること。 

(1) 略 

(2) 官公署（国、都道府県及び市町村の機関、外国公館（外国の大使館、

公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。）並びに指定地域移

行支援事業所、指定地域定着支援事業所、指定特定相談支援事業所及

び指定障害児相談支援事業所。以下同じ。）に公的手続又は障害福祉

サービスの利用に係る相談のために訪れる場合 

(3) 略 

３ 略 

別紙１から別紙５まで 略                     」   

（８）保護課長通知 

    保護課長通知第３の問１２は、資産の活用について、次のとおり定めている。
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なお、保護課長通知は、地方自治法第２４５条の９第３項に規定する「第１号

法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準」である。 

    「問１２ 次のいずれかに該当する場合は自動車の保有を認めてよいか。 

１ 障害者（児）が通院、通所及び通学（以下「通院等」という。）

のために自動車を必要とする場合 

２ 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通院等の

ために自動車を必要とする場合 

答 次のいずれかに該当し、かつ、その保有が社会的に適当と認められ

るときは、次官通知第３の５にいう「社会通念上処分させることを適

当としないもの」としてその保有を認めて差し支えない。 

１ 障害(児)者が通院等のために自動車を必要とする場合であって、

次のいずれにも該当する場合 

(1) 障害(児)者の通院等のために定期的に自動車が利用されること

が明らかな場合であること。 

(2) 当該者の障害の状況により利用し得る公共交通機関が全くない

か又は公共交通機関を利用することが著しく困難であって、他法

他施策による送迎サービス、扶養義務者等による送迎、医療機関

等の行う送迎サービス等の活用が困難であり、また、タクシーで

の移送に比べ自動車での移送に比べ自動車での通院が、地域の実

態に照らし、社会通念上妥当であると判断される等、自動車によ

り通院等を行うことが真にやむを得ない状況であることが明らか

に認められること。 

(3) 自動車の処分価値が小さく、又は構造上身体障害者用に改造し

てあるものであって、通院等に必要最小限のもの(排気量がおおむ

ね２，０００cc以下)であること。 

(4) 自動車の維持に要する費用(ガソリン代を除く。)が他からの援

助(維持費に充てることを特定したものに限る。)、他施策の活用

等により、確実にまかなわれる見通しがあること。 

(5) 障害者自身が運転する場合又は専ら障害(児)者の通院等のため

に生計同一者若しくは常時介護者が運転する場合であること。 

なお、以上のいずれかの要件に該当しない場合であっても、そ

の保有を認めることが真に必要であるとする特段の事情があると

きは、その保有の容認につき厚生労働大臣に情報提供すること。 
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２ 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通院等の

ために自動車を必要とする場合であって、次のいずれにも該当する

場合 

(1) 当該者の通院等のために定期的に自動車が利用されることが明

らかな場合であること。 

(2) 他法他施策による送迎サービス、扶養義務者等による送迎、医

療機関等の行う送迎サービス等の活用が困難であり、また、タク

シーでの移送に比べ自動車での通院が、地域の実態に照らし、社

会通念上妥当であると判断される等、自動車により通院等を行う

ことが真にやむを得ない状況であることが明らかに認められるこ

と。 

(3) 自動車の処分価値が小さく、通院等に必要最小限のもの(排気量

がおおむね２，０００ｃｃ以下)であること。 

(4) 自動車の維持に要する費用(ガソリン代を除く。)が他からの援

助(維持費に充てることを特定したものに限る。)等により、確実

にまかなわれる見通しがあること。 

(5) 当該者自身が運転する場合又は専ら当該者の通院等のために生

計同一者若しくは常時介護者が運転する場合であること。    」 

 

２ 本件処分について 

（１）移送費を支給しないとしたことについて 

ア 審査請求人は、自身が提起した介護保険審査請求の口頭意見陳述に出席す

るために○○庁舎（以下「○○庁舎」という。）に赴いた際の移送費を申

請したのであるが、それに関しては、岐阜県介護保険審査会長が当該口頭

意見陳述に関して審査請求人に対して出席を求めたことは明らかであり

（乙第１号証）、処分庁が審査請求人に対し、当該口頭意見陳述のために

○○庁舎に赴くよう指導又は指示をした事実は認められない。さらに、処

分庁が審査請求人に対し、介護保険審査請求を提起するよう指導又は指示

をした事実も認められない。 

そもそも、処分庁は審査請求人の介護保険料の納付すべき実費について

保護基準別表第１の第２章の７の規定により介護保険料加算を認定してお

り、かつ、処分庁が法第３７条の２の規定により審査請求人に代わって介

護保険料を支払っていたのであるから、処分庁が保護の決定及び実施に当
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たって審査請求人に対して介護保険料の徴収猶予を求めるよう指導又は指

示する必然性は認められないし、審査請求人が生活を維持するうえで介護

保険料の徴収猶予を求める必要性も認められない。 

イ よって、審査請求人が介護保険審査請求の口頭意見陳述のために○○庁舎

に赴いたことは、局長通知第７の２⑺ア(ｳ)の「被保護者が実施機関の指示

又は指導をうけて他法による給付の手続、施設入所手続、就職手続及び検

診等のため当該施設等へ出向いた場合」に当たらない。このほか、局長通

知第７の２⑺ア(ｱ)、(ｲ)及び(ｴ)から(ﾀ)までのいずれにも該当しないこと

は明らかである。 

ウ なお、審査請求人が介護保険審査請求の口頭意見陳述のために○○庁舎に

赴いたことが法第１５条第６号に規定する医療扶助に係る移送に該当しな

いことは明らかである。また、法第１５条の２第１項第９号に規定する介

護扶助に係る移送は、介護扶助運営要領第５の６のアからエまでのいずれ

かに該当する場合に移送費の支給が行われるところ、審査請求人が当該口

頭意見陳述のために○○庁舎に赴いたことがそのいずれにも該当しないこ

とも明らかである。 

エ したがって、処分庁が移送費を給付しないとしたことに違法又は不当な点

はない。 

（２）審査請求人の主張について 

ア 上記第３の１（１）の主張について 

審査請求人は、法第４条第２項で「保護の補足性」が、局長通知第６で

「他法他施策の活用」がそれぞれ規定されているから、通院等の範囲に官

公署が含まれるとする通院等介助通知（丁第５０１号証）が優先して適用

され、介護保険審査請求の口頭意見陳述に出席した際の費用についても移

送費の給付が認められるべきであると主張するものと解される。 

しかし、法第４条第２項の「他の法律に定める扶助は、すべてこの法律

による保護に優先して行われるものとする。」及び局長通知第６の「次に

掲げるもの（(注)障害者総合支援法を含む。）は、特にその活用を図るこ

と。」との規定は、「社会保険制度に基づく保険給付、恩給、その他最低

生活の全部又は一部に充足し得る諸制度による給付又は扶助については、

最低生活保障の基底である生活保護制度の発動以前にまずその活用を図ら

なければならないという趣旨」（「生活保護手帳 別冊問答集 ２０２３

年度版」１５７ページ、中央法規出版株式会社、令和５年１０月３０日発
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行）であって、生活保護の適用に際して他の法律に基づく通知が優先して

適用される趣旨ではない。 

また、法は、生活に困窮する国民に対して「最低限度の生活を保障する」

ことが目的である。これに対して、障害者総合支援法は、障害者及び障害

児に対して「必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その

他の支援を総合的に行」うことが目的である。よって、法に基づく生活保

護と障害者総合支援法に基づく給付とは、対象者の範囲や給付の内容が必

ずしも一致するものではないから、障害者総合支援法による「通院等介助」

が官公署に公的手続のために訪れる場合も対象にしているからといって、

法による移送費も同様であるとはいえない。 

したがって、審査請求人の主張には理由がない。 

イ 上記第３の１（２）の主張について 

審査請求人は、過去に移送費の給付を受けたことがあるから、本件処分 

に係る移送費も給付されるべきであると主張するものと解される。 

しかし、法による移送費の給付の判断において通院等介助通知が適用さ

れることがないことは上記第７の２⑵アで述べたとおりであり、そもそも

生活保護における移送は一定の要件を満たす場合に給付されるものである

から、過去に移送の給付を受けたことがあるからといって、審査請求人の

全ての移動が法による移送の対象となるということもできない。 

よって、審査請求人の主張には理由がない。 

ウ 上記第３の１（３）の主張について 

審査請求人は、平成○○年○○月○○日付けの保護の開始決定（乙第５

号証）は重大かつ明白な瑕疵があり、その違法性が承継される結果、本件

処分も違法であると主張するものと解される。 

しかしながら、「先行する行政行為があり、これを前提として後行の行

政処分がされた場合には、後行行為の取消訴訟において先行行為の違法を

理由とすることができるかどうかが問題となるが、一般に、先行行為が公

定力を有するものでないときはこれが許されるのに対し、先行行為が公定

力を有する行政処分であるときは、その公定力が排除されない限り、原則

として、先行行為の違法性は後行行為に承継されず、これが許されないと

解されている（例外的に違法性の承継が認められるのは、先行の行政処分

と後行の行政処分が連続した一連の手続を構成し一定の法律効果の発生を

目指しているような場合である。）。」（最高裁判所平成２０年９月１０
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日大法廷判決（平成１７年（行ヒ）第３９７号）における近藤崇晴裁判官

の補足意見）とされている。また、「処分性が認められる行政行為は、い

わゆる公定力を有し、正当な権限を有する機関によって取り消されるまで

は適法であるとの推定を受け、たとえこれに違法性があったとしても、原

則として、取消訴訟などによって公定力が排除されない限り、その違法性

は後行の処分には承継されず、後行処分の取消事由として主張することは

できないと解されるが、例外として、先行の行政処分と後行の行政処分と

が連続した一連の手続を構成し一定の法律効果の発生を目指している場合

は、違法性の承継が認められると解される（前掲最高裁平成２０年９月

１０日大法廷判決における近藤裁判官補足意見参照）。」（東京地方裁判

所平成２０年１２月２５日判決（平成１７年（行ウ）第６２２号ほか））

とされている。 

これを保護の開始決定と変更決定との関係についてみると、平成○○年

○○月○○日付けの保護の開始決定（乙第５号証）は、法を適用して審査

請求人に対する保護を実施することを具現化したものであり、行政処分と

して処分性を有しているから、原則として、その違法性が後行の行政処分

に承継されることはない。そして、法第２４条第３項の規定による保護の

開始決定は生活に困窮する者に対して法を適用して最低限度の生活の保障

を始源的に開始するという処分であり、同条第９項において準用する同条

第３項の規定による保護の変更決定は法による保護を受けている者に対し

て保護の種類、程度及び方法を変更するという処分であると解される。そ

うすると、両者は異なる性質を有する処分であるとともに、連続した一連

の手続を構成し一定の法律効果の発生を目指しているということもできな

いから、先行行為が行政処分である場合にその違法性が承継される例外に

も当たらない。よって、保護の変更申請を却下した本件処分の取消しを求

める本件審査請求において、本件処分に先行して行われた保護の開始決定

の違法性を審査請求の理由とすることはできない。 

また、法第７条には保護は要保護者等の申請に基づいて開始する旨が規

定されているところ、平成○○年○○月○○日付けの審査請求人からの保

護の開始申請（丁第２６０号証）に基づいて同月○○日付けの保護の開始

決定（乙第５号証）がされているから、当該保護の開始決定が重大かつ明

白な瑕疵があり無効な処分であるともいえない。よって、当該保護の開始

決定が無効であることを前提として本件処分が違法であるということはで
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きない。 

以上のとおり、審査請求人の主張には理由がない。 

エ 上記第３の１（４）の主張について 

審査請求人は、本件処分に係る保護決定通知書（乙第３号証及び丁第５

５１号証）の理由の記載では、いかなる事実関係に基づき、いかなる法規

を適用してなされたのかを了知することは困難であり、十分な理由付記を

欠く点において本件処分は違法であると主張する。 

行政手続法第８条第１項本文が、行政庁が申請により求められた許認可

等を拒否する処分をする場合に同時にその理由を申請者に示さなければな

らないとしているのは、拒否事由の有無についての行政庁の判断の慎重と

合理性を担保して恣意を抑制するとともに、拒否の理由を申請者に知らせ

て不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、同条の

規定により「提示される理由の程度は、許認可等の性質、当該法令の趣旨、

目的に照らし決定すべきであるが、理由提示を義務付ける趣旨から、抽象

的・一般的なものでは不十分で、申請者が拒否の理由を明確に認識し得る

ものであることが必要であると考えられる（最高裁昭和３８年５月３１日

２小判決・民集１７巻４号６１７頁参照）。」（「逐条解説行政手続法

〔改正行審法対応版〕」１４９ページ、一般財団法人行政管理研究センタ

ー編集、平成２８年）とされている。また、「生活保護手帳 別冊問答集 

２０２３年度版」（中央法規出版株式会社、令和５年１０月３０日発行）

の問１０－１４（３９２ページ）には、「本法において、決定通知書に決

定理由を付記しなければならないこととされている（法第２４条第４項、

第２５条第２項及び第２６条）ことは、本法の目的が国民の最低限度の生

活の保障にあるところから、保護の決定が、どのような理由によって行わ

れたものであるかを、申請者等に十分周知させることが望ましいとの趣旨

によるものである。したがって、決定通知書に付記すべき理由は、そのよ

うな趣旨を満足させるものでなければならない。これを保護の決定のそれ

ぞれについて具体的に示すことは、困難であるが、個別のケースに応じて、

決定の理由を周知させるに必要かつ十分な内容であり、申請者等が容易に

理解できるような表現を用いることが望ましい。」と記載されている。 

これを本件についてみると、本件処分に係る保護決定通知書（乙第３号

証及び丁第５５１号証）の「決定した理由」には、単に局長通知第７の２

⑺に該当しないというだけの一般的又は抽象的な記載にとどまらず、判断
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の基礎とした事実関係（申請者が介護保険審査請求の請求人であること、

開催通知は岐阜県介護保険審査会長から発出されていること、及び処分庁

が指示又は指導をしたものでないこと。）も具体的に示されているといえ

る。 

したがって、審査請求人の主張には理由がない。 

なお、本件処分に係る保護決定通知書（乙第３号証及び丁第５５１号証）

の「決定した理由」には「申請者の自宅から○○裁判所まで、福祉有償運

送の利用により移動し」と記載されているが、同時に「○○庁舎への口頭

意見陳述の開催通知」と記載されていることからすれば、当該「○○裁判

所」の記載は「○○庁舎」の誤記であると解されるところ、当該誤記をも

って本件処分の理由が明確に認識し得ないほどの違法性又は不当性がある

ということはできない。 

オ 上記第３の２の主張 

当審査会の調査審議手続において、審査請求人は、処分庁は保護課長知

第３の問１２を解釈適用し、審査請求人が自動車を利用しなければ日常生

活を円滑に営むことが困難であるかどうかについて十分に検討すべき職務

上の注意義務を尽くしておらず、本件処分は違法であると主張する。 

しかし、保護課長通知第３の問１２は、障害者又は公共交通機関の利用

が著しく困難な地域に居住する者が、通院、通所及び通学のために自動車

を必要とする場合に自動車の保有が認められる基準を示すものであって、

移送費の支給基準について示すものではない。そもそも、上記第７の２⑴

で述べたとおり、自身が提起した介護保険審査請求の口頭意見陳述に出席

するために○○庁舎に赴いたことは、生活扶助、医療扶助又は介護扶助の

いずれの移送費についても支給できる場合に該当しない。 

したがって、審査請求人の主張には理由がない。 

カ その他の主張について 

審査請求人はその他の事項についても多岐にわたり主張するが、その主 

張するところは本件処分と関係あるものと解することができないものか、

上記の判断を左右するに足りないものであるから、いずれも審査請求人の

主張には理由がない。 

 

３ 結論 

以上のとおり、当審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈
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を含めた審査庁の判断の妥当性を審査した結果、審理手続、事実認定並びに法令

の解釈及び適用のいずれについても適正に行われているものと判断する。 

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 
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